
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この商品券発行事業は、県・町の補助金事業で

す。 

関係機関への報告等の事情により、期限後は換金

できませんのでくれぐれもご注意ください。 

 

 
 

「芦屋町商工会特産品等開発プロジェクト事業」の推進に

係る参画事業者の募集について 

 本会では、平成 26 年度より、芦屋町が策定した「芦屋町観光基本構

想」の推進実現に向けた一翼を担うべく、行政及び関係機関等の皆様方と

連携した芦屋町の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓、農商工連携

の促進等に向けた取組みを実施してまいりました。 

しかし、令和 2年以降、全世界に感染が拡大した「新型コロナウイルス」

の影響等により、近年、十分な活動が行えない状況が続いたことから、本

プロジェクトの今後の事業継続の可否について検討を行ってまいりまし

た。その中で、本会として、上記の趣旨に鑑み、現状に即した実施可能な

取り組みの中で、令和 4年度も引き続き、本プロジェクトの推進に努めて

まいることとなりました。 

このため、本趣旨を踏まえ、上記プロジェクト事業に 

参画いただける方を下記の期間で募集を行いますので、 

参画をご検討頂ける方につきましては、 

事業概要等の詳細につきまして、 

事前にご案内をさせていただきたく 

存じますので、本会担当者まで 

ご連絡をいただきますよう 

お願い申し上げます。 

 

 

□募集締め切り：令和４年２月２８日（月） 17時まで 

□問合わせ先：芦屋町商工会（℡：222-2111 担当：吉岡） 

 

換金期限 

令和４年 3 月 4 日(金) 

 
 

  にこにこ商品券

換金期限にご注意ください！ 

※
対
象
商
品
券 

 

 
 
 

去る１月 28 日（金）に開催された理事会で承認されまし 
た新規会員の方をご紹介します。 

                       （※敬称略） 

企業名・代表者       所在地        業種 

567 Mayumi 

 田中 真由美 

  

芦屋町高浜町 

24-8 

小売業 

 

中嶌商会 

 中嶌 勝治 

芦屋町芦屋 

902-5 
建設業 

Ottimo 

 沖村 実加 

芦屋町浜口町 

8-19 
飲食業 

Clear 

 本田 千春 

芦屋町正門町 

11-22 
サービス業 

弓音 

 久保 多賀子 

芦屋町高浜町 

1-24 
飲食業 
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使用期限 

令和４年 2 月 15 日(火) 

 

 
 

商工会では、専門家による「保険の見直し相談会」を無料で実施

しています。既にご相談された方からは、「保障内容は同じなのに、

保険料が大幅に安くなった！」といった 

喜びのお声も頂いております。相談を希望される方は、 

事前に商工会（☎222-2111）までご連絡ください。 
 
 

 

商工会で「保険の見直し相談」を受けてみませんか？ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡県特定最低賃金改定のお知らせ 

税務署からのお知らせ 

特定最低賃金（1 時間当たり） 効力発生日 

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、 

鋼材製造業 

1 時間 980 円 令和 3年 

12 月 10

日 電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器

具製造業 

1 時間 947 円 

自動車（新車）小売業 1 時間 959 円 

輸送用機械器具製造業 1 時間 957 円 令和 4年 

1 月 7 日 百貨店、総合スーパー 1 時間 897 円 

 

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金（1 時間 870 円）

が適用されます。 

 

★★お問い合わせ★★ 

福岡県労働局労働基準部監督課賃金室（☎ 092-411-4578）またはお

近くの労働基準監督署にお尋ねください。 

 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/ 

お問合せ 課税係 （☎223 局 3534） 


